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令和7年５月 発行 

発行者：砂山地域集落支援員 阿部久美子 

 拠点施設：ぎょぎょかい めでたや 

 住所：塩谷1181 電話：62-7273 

 ※上記はいずれも5月31日までとなります。 

 今年も春の訪れとともに、桜の花が咲く季

節がやってきました。一斉に咲き誇る桜を見

ると、お花見やワクワクするような新しいスタ

ートを思い、心が踊る反面、風に吹かれ、はら

はらと散り行く様子に、どこか儚げで少し寂し

いような気持ちになります。 

 桜には「神様が宿る木」という意味があり、

田の神様や山の神様が春に里に降りてきて、

稲作の豊作を祈願したそうです。田んぼの神

様を「サの神」といい、稲にまつわる言葉に

は、“さつき”や“さなえ”など「サ」がつくこと

が多いそうです。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハザードマップが更新されました 

 近年、水害が局地化、集中化、激甚化してきていることから、国や県では、1000年に1度程度

の大雨を想定した洪水浸水想定区域図を作成、令和６年には県が管理する中小河川の浸水区域

図と土砂災害警戒区域が新たに公表されました。村上市ではこれらに基づき、洪水・土砂災害ハ

ザードマップを更新しました。水害の恐れがある時には、市から避難指示が出されます。また危

険と感じたら、避難指示が出なくても早めに自主的に避難してください。 

自宅から一番近い指定緊急避難場所や指定避難所の確認やその施設が対象となっているかど

うかも併せて確認をしておくことは、災害時の備えの第一歩につながります。日頃から充分備え

る様に心がけましょう。 

【洪水ハザードマップの見方】 

洪水ハザードマップでは、河川が氾濫して

浸水が想定される区域とその深さが色分

けで示されています。浸水深は、0.5ｍ未

満、0.5～3ｍ、3～5ｍ、5～10ｍ、10ｍ

以上に区別されています。ハザードマップ

には、指定緊急避難場所や指定避難所も

示されています。洪水による浸水は、発災

後すぐに水が来る危険性もありますので、

直ちに高台へ避難しましょう。  

 「指定緊急避難場所」は、津波や洪水等による危険が切迫した状況において、住民等が一時的

に避難する施設又は場所を位置付けるものであり、住民等の生命の安全の確保を目的とするも

のです。「指定避難所」は、災害により家に戻れなくなった住民等を一定期間滞在させる（避難

生活を送る）ことを目的とした施設となっています。 

※村上市洪水・土砂災害ハザードマップより抜粋 


